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保険医療機関・保険薬局の皆様へ

オンライン請求システムによるレセプトの返戻再請求について

オンライン請求システムによりレセプトを請求している保険医療機関等への返戻レセプトについては、

本会から送付される紙レセプトのほか、同システムからダウンロードすることができます。

ダウンロード期間は令和３年１１月から３か月間に拡大しておりますので、返戻再請求分についても、

保険医療機関の皆さまの事務効率化につながる、オンライン請求システムの御活用をよろしくお願いい

たします。また、オンライン請求システムで再請求をいただきますと、オンライン資格確認により、保険者

が登録している資格情報を基にレセプトの振替・分割が行われることから、資格の相違による返戻が減

少することもメリットの一つとなります。

なお、オンライン請求の促進に向けた対応として、令和３年１１月２９日付け厚生労働省保険局医療

介護連携政策課長通知（保連発１１２９第１号）により、「令和４年度（２０２２年度）中に、紙媒体で返戻さ

れたレセプトに係る再請求を除き、オンライン請求医療機関等について、再請求をオンラインによるものと

する。」と示されておりますので、早目の御対応をお願いします。

医療費助成申請書について

① ② ① ②本会で受付しております医療費助成申請書は、以下 のとおりです。 以外の医療費助成申請

書は、直接該当市町村へ送付願います。また、医療機関コード・名称・所在地の記入漏れが大変多くな

っていますので、提出前に御確認をお願いします。

【本会で受付可能な医療費助成申請書】

① 宮城県内市町村の「母子・父子家庭医療費助成申請書」
② 宮城県内市町村の「重度心身障害者医療費助成申請書」

廃止・ 休止等により診療報酬等の請求がない医療機関・ 薬局に係るオンライン資
格確認等システムの振替・ 分割申出処理について

令和３年９月診療（調剤）分から、オンライン資格確認等システムの運用が開始され、保険者が登録し

ている資格情報を基にレセプトの振替・分割処理が行われております。

オンライン資格確認等システムは、既に診療報酬等の支払いが完了している過去分のレセプトも遡及

してチェックが行われます。

チェックの結果、他保険者に振替・分割となった場合は診療報酬等の請求分と相殺されますが、医療

機関等が廃止や休止等の理由により診療報酬等の請求がない場合、相殺ができないため、本会担当

者から電話で調整に関する御連絡をさせていただきますので、よろしくお願いします。



令和４年７月 国保だより №64

2

レセプト提出にあたってのお願い

（１）後期高齢者医療に関するお知らせ

令和４年１０月診療分から一定以上の所得のある後期高齢者（７５歳以上の方等）の窓口負担が１割

から２割に代わります。このため、令和４年度においては、被保険者証が７月と９月に後期高齢者医療

広域連合から全被保険者に送付されますので、負担割合については被保険者証の有効期限を御確

認の上、レセプトを請求いただきますようお願いいたします。

なお、医療費窓口負担割合の見直しに関するお問い合わせは、「宮城県後期高齢者医療広域連合

保険料課」又は市区町村の「後期高齢者医療担当窓口」にお願いいたします。

（２）給付割合相違に係るレセプト再請求について

給付割合相違で返戻となったレセプトを本会へ再提出する場合には、給付割合の訂正と併せて、所

得区分に応じた特記事項欄の訂正が必要となる場合がございますので、再請求に当たりましては、御

注意願います。

（３）特別療養費のレセプト提出について

「国民健康保険資格証明書」に係る特別療養費のレセプト提出については、電子請求ではなく紙レ

セプトでの提出となります。

「特別療養費に係る療養についての事務処理について」（昭和６３年厚生省保険局通知）により、本

会への提出にあたっては、レセプト上部余白に「特別療養費」と朱書きし、通常請求分の総括表及び請

求書には含めず、レセプトのみ提出してください。なお、公費併用の場合は取扱いができませんので御

注意ください。

（４）第三者行為求償事務に係るレセプト提出について

交通事故など第三者の不法行為によるレセプトを提出する際は、特記事項に「１０第三」の

記載が必要となります。また、第三者行為による治療が終了した場合には、特記事項から「１０第三」の

表示を削除してください。

（５）爪白癬治療剤について

クレナフィン爪外用液等の投与について、当該薬剤の添付文書＜効能・効果に関連する使用上の注

意＞を根拠とした保険者再審査申出が増えております。

添付文書には「直接鏡検又は培養等に基づき爪白癬であると確定診断された患者に使用すること」と

ありますが、病名確定時に真菌検査の算定がなく、また他院における検査施行の有無についてのコメン

トがない場合などにおいては、査定の対象となる場合がありますので御留意願います。

〈 効能・ 効果に関連する使用上の注意 〉

１ 直接鏡検又は培養等に基づき爪白癬であると確定診断された患者に使用すること。

２ 重症患者における本剤の有効性及び安全性は確認されていない

（「 臨床成績」 の項参照）。

＊クレナフィン爪外用液の添付文書より一部抜粋

※他該当薬剤：ルコナック爪外用液、ネイリンカプセル
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乳幼児（ 子ども） 医療費の助成対象年齢について

※令和４年４月１日現在のものになります。請求の際には、最新の情報を御確認願います。
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診療（ 調剤） 報酬の提出及び支払予定日等について

令和４年８月以降の診療（調剤）報酬請求書の提出協力日等は、以下のとおりですので早期提出に

御協力願います。

窓口における受付時間は、各日とも午前８時３０分から午後５時１５分までとなっております。

新型コロナウイルス感染症感染拡大防止の観点から、郵送又は宅配による提出をお願いしておりま

すが、請求締切日の受付時間内に到着するように提出してください。

提出期限

令和４年 ８月
毎月１０日

令和４年 ８月

９月 ９月

１０月 １０月

※ １ 早期支払の対象となるのは、電子レセプト請求の届出がある医療機関です。
※ ２ 「風しん追加対策」、「特定健診・特定保健指導」、「介護給付費」、「新型コロナウイルスワクチン接種事

業請求」等の支払に関する日程表については、本会ホームページ

を御確認ください。

（https://www.miyagi-kokuho.or.jp/）

※ ３ 令和４年１０月１０日は祝日となっています。普通扱いとする郵便による提出については御注意願います。

９日（火） ２２日（月） ３０日（火）

９日（金） ※ オンライン請求について
受付・事務点検ＡＳＰ結

果の訂正は、１２日が提

出期限となります。

２０日（火） ２９日（木）

７日（金） ２０日（木） ２８日（金）

２０２２年度 診療報酬請求書等受付期限・診療報酬支払予定日日程表

オンライン、磁気媒体又は紙レセプト請求 医療機関等支払予定日

提出協力日 早期支払(※ 1) 早期支払以外提出月

区分等

発行月： 令和４年７月
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厚生労働省ホームページ（httpｓ: //www.mhlw. go. jp/）に最新情報が掲載されておりますので、是非、

御活用ください。

● 「新型コロナウイルス感染症」について
➢ →厚生労働省トップページ 新型コロナウイルス感染症情報特設ページ→ 政府の取組等
→Q＆A、自治体、医療機関・福祉施設向け情報等

● 「診療報酬改定」について
➢ → → → →厚生労働省トップページ 政策について 分野別の政策一覧 健康・医療

→医療保険 診療報酬関連情報→令和４年度診療報酬改定


